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新（R6） 診療報酬点数表 

【通則】 

＜告示＞ 

１  病理診断の費用は、第１節及び第２

節の各区分の所定点数を合算した点数に

より算定する。ただし、病理診断に当た

って患者から検体を穿刺し又は採取した

場合は、第１節及び第２節並びに第３部

第４節の各区分の所定点数を合算した点

数により算定する。 

２  病理診断に当たって患者に対し薬剤

を施用した場合は、特に規定する場合を

除き、前号により算定した点数及び第３

部第５節の所定点数を合算した点数によ

り算定する。 

３  病理診断に当たって、別に厚生労働

大臣が定める保険医療材料（以下この部

において「特定保険医療材料」という。）

を使用した場合は、前２号により算定し

た点数及び第３部第６節の所定点数を合

算した点数により算定する。 

４  第１節又は第２節に掲げられていな

い病理診断であって特殊なものの費用

は、第１節又は第２節に掲げられている

病理診断のうちで最も近似する病理診断

の各区分の所定点数により算定する。 

５  対称器官に係る病理標本作製料の各

区分の所定点数は、両側の器官の病理標

本作製料に係る点数とする。 

６  保険医療機関が、患者の人体から排

出され、又は採取された検体について、

当該保険医療機関以外の施設に臨床検査

技師等に関する法律第２条に規定する病

理学的検査を委託する場合における病理

診断に要する費用については、第３部検

査の通則第６号に規定する別に厚生労働

大臣が定めるところにより算定する。 
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【通則】 

＜告示＞ 

１ 病理診断の費用は、第１節及び第２

節の各区分の所定点数を合算した点数に

より算定する。ただし、病理診断に当た

って患者から検体を穿刺し又は採取した

場合は、第１節及び第２節並びに第３部

第４節の各区分の所定点数を合算した点

数により算定する。 

２ 病理診断に当たって患者に対し薬剤

を施用した場合は、特に規定する場合を

除き、前号により算定した点数及び第３

部第５節の所定点数を合算した点数によ

り算定する。 

３ 病理診断に当たって、別に厚生労働

大臣が定める保険医療材料（以下この部

において「特定保険医療材料」という。）

を使用した場合は、前２号により算定し

た点数及び第３部第６節の所定点数を合

算した点数により算定する。 

４ 第１節又は第２節に掲げられていな

い病理診断であって特殊なものの費用

は、第１節又は第２節に掲げられている

病理診断のうちで最も近似する病理診断

の各区分の所定点数により算定する。 

５ 対称器官に係る病理標本作製料の各

区分の所定点数は、両側の器官の病理標

本作製料に係る点数とする。 

６ 保険医療機関が、患者の人体から排

出され、又は採取された検体について、

当該保険医療機関以外の施設に臨床検査

技師等に関する法律第２条に規定する病

理学的検査を委託する場合における病理

診断に要する費用については、第３部検

査の通則第６号に規定する別に厚生労働

大臣が定めるところにより算定する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新（R6） 診療報酬点数表 

ただし、区分番号Ｎ００６に掲げる病理

診断料については、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局⾧等に届け出た保険医療機

関間において行うときに限り算定する。 

７ 保険医療機関間のデジタル病理画像

（病理標本に係るデジタル画像のことを

いう。以下この表において同じ。）の送受

信及び受信側の保険医療機関における当

該デジタル病理画像の観察により、区分

番号Ｎ００３に掲げる術中迅速病理組織

標本作製又は区分番号Ｎ００３－２に掲

げる迅速細胞診を行う場合には、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局⾧等に届け出

た保険医療機関間において行うときに限

り算定する。 

＜通知＞ 

１  病理診断の費用には、病理標本作製

を行う医師、看護師、臨床検査技師、衛

生検査技師及び病理診断・判断を行う医

師の人件費、試薬、デッキグラス、試験

管等の材料費、機器の減価償却費、管理

費等の費用が含まれる。 

２  病理標本作製に当たって使用される

試薬は、原則として医薬品として承認さ

れたものであることを要する。 

３  病理標本を撮影した画像を電子媒体

に保存した場合、保存に要した電子媒体

の費用は所定点数に含まれる。 

４  第１節に掲げられていない病理標本

作製であって簡単な病理標本作製の費用

は、基本診療料に含まれ、別に算定でき

ない。 

５  第１節に掲げる病理標本作製料の項

に掲げられていない病理標本作製のうち 
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ただし、区分番号Ｎ００６に掲げる病理

診断料については、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局⾧等に届け出た保険医療機

関間において行うときに限り算定する。 

７ 保険医療機関間のデジタル病理画像

（病理標本に係るデジタル画像のことを

いう。以下この表において同じ。）の送受

信及び受信側の保険医療機関における当

該デジタル病理画像の観察により、区分

番号Ｎ００３に掲げる術中迅速病理組織

標本作製又は区分番号Ｎ００３－２に掲

げる迅速細胞診を行う場合には、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局⾧等に届け出

た保険医療機関間において行うときに限

り算定する。 

＜通知＞ 

１ 病理診断の費用には、病理標本作製

を行う医師、看護師、臨床検査技師、衛

生検査技師及び病理診断・判断を行う医

師の人件費、試薬、デッキグラス、試験

管等の材料費、機器の減価償却費、管理

費等の費用が含まれる。 

２ 病理標本作製に当たって使用される

試薬は、原則として医薬品として承認さ

れたものであることを要する。 

３ 病理標本を撮影した画像を電子媒体

に保存した場合、保存に要した電子媒体

の費用は所定点数に含まれる。 

４ 第１節に掲げられていない病理標本

作製であって簡単な病理標本作製の費用

は、基本診療料に含まれ、別に算定でき

ない。 

５ 第１節に掲げる病理標本作製料の項

に掲げられていない病理標本作製のうち 
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簡単な病理標本作製の病理標本作製料は

算定できないが、特殊な病理標本作製に

ついては、その都度当局に内議し、最も

近似する病理標本作製として通知された

ものの算定方法及び注（特に定めるもの

を除く。）を準用して、準用された病理標

本作製料に係る病理診断・判断料と併せ

て算定する。 

６ 保険医療機関間の連携により病理診

断を行った場合は、標本若しくは検体

（以下「標本等」という。）の送付側又は

デジタル病理画像の送信側の保険医療機

関において区分番号「Ｎ００６」病理診

断料を算定できる。なお、その際には、

送付側又は送信側の保険医療機関におい

て、別紙様式 44 又はこれに準じた様式に

診療情報等の必要事項を記載し、受取側

又は受信側の保険医療機関に交付するも

のであること。さらに、病理標本の作製

を衛生検査所に委託する場合には、衛生

検査所にも当該事項を同様に交付するこ

と。 

また、区分番号「Ｎ００６」の｢注４｣に

規定する病理診断管理加算１又は２につ

いては、標本若しくは検体の受取側又は

デジタル病理画像の受信側の保険医療機

関におい 

 

て病理診断を専ら担当する常勤の医師が

病理診断を行い、標本等の送付側又は送

信側の保険医療機関にその結果を文書に

より報告した場合に当該基準に係る区分

に従い、送付側又は送信側の保険医療機

関において所定点数に加算する。 
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簡単な病理標本作製の病理標本作製料は

算定できないが、特殊な病理標本作製に

ついては、その都度当局に内議し、最も

近似する病理標本作製として通知された

ものの算定方法及び注（特に定めるもの

を除く。）を準用して、準用された病理標

本作製料に係る病理診断・判断料と併せ

て算定する。 

６  保険医療機関間の連携により病理診

断を行った場合は、標本若しくは検体の

送付側又はデジタル病理画像の送信側の

保険医療機関において「Ｎ００６」病理

診断料を算定できる。なお、その際に

は、送付側又は送信側の保険医療機関に

おいて、別紙様式 44 又はこれに準じた様

式に診療情報等の必要事項を記載し、受

取側又は受信側の保険医療機関に交付す

るものであること。さらに、病理標本の

作製を衛生検査所に委託する場合には、

衛生検査所にも当該事項を同様に交付す

ること。 

 

また、「Ｎ００６」の｢注４｣に規定する病

理診断管理加算１又は２については、受

取側又は受信側の保険医療機関が、当該

加算の施設基準に適合しているものとし

て地方厚生（支）局⾧に届け出た保険医

療機関であり、当該保険医療機関におい

て病理診断を専ら担当する常勤の医師が

病理診断を行い、送付側又は送信側の保

険医療機関にその結果を文書により報告

した場合に、当該基準に係る区分に従

い、所定点数に加算する。さらに、「Ｎ０

０６」の「注５」に規定する悪性腫瘍病

理組織標本加算については、受取側又は

受信側の保険医療機関が、当該加算の施 
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標本等の受取側又は受信側の保険医療機

関における診断等に係る費用は、標本等

の送付側又は送信側、標本等の受取側又

は受信側の保険医療機関間における相互

の合議に委ねるものとする。 

７ 保険医療機関間のデジタル病理画像

の送受信及び受信側の保険医療機関にお

ける当該デジタル病理画像の観察による

術中迅速病理組織標本作製を行った場合

は、送信側の保険医療機関において区分

番号「Ｎ００３」術中迅速病理組織標本

作製及び区分番号「Ｎ００６」病理診断

料の「１」を算定できる。また、区分番

号「Ｎ００６」の｢注４｣に規定する病理

診断管理加算１又は２については、受信

側の保険医療機関が、当該加算の施設基

準に適合しているものとして地方厚生

（支）局⾧に届け出た保険医療機関であ

り、病理診断を専ら担当する常勤の医師

が病理診断を行い、送信側の保険医療機

関にその結果を報告した場合に、当該基

準に係る区分に従い、所定点数に加算す

る。受信側の保険医療機関における診断

等に係る費用は、受信側、送信側の保険

医療機関間における相互の合議に委ねる

ものとする。 
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設基準に適合しているものとして地方厚

生（支）局⾧に届け出た保険医療機関で

あり、当該保険医療機関において、「Ｎ０

０６」（５）に規定する原発性悪性腫瘍に

係る手術の検体から「Ｎ０００」病理組

織標本作製の「１」又は「Ｎ００２」免

疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製

により作製された組織標本に基づく診断

を行った場合に、所定点数に加算する。

受取側又は受信側の保険医療機関におけ

る診断等に係る費用は、受取側又は受信

側、送付側又は送信側の保険医療機関間

における相互の合議に委ねるものとす

る。 

７  保険医療機関間のデジタル病理画像

の送受信及び受信側の保険医療機関にお

ける当該デジタル病理画像の観察による

術中迅速病理組織標本作製を行った場合

は、送信側の保険医療機関において「Ｎ

００３」術中迅速病理組織標本作製及び

「Ｎ００６」病理診断料の「１」を算定

できる。また、「Ｎ００６」の｢注４｣に規

定する病理診断管理加算１又は２につい

ては、受信側の保険医療機関が、当該加

算の施設基準に適合しているものとして

地方厚生（支）局⾧に届け出た保険医療

機関であり、当該保険医療機関において

病理診断を専ら担当する常勤の医師が病

理診断を行い、送信側の保険医療機関に

その結果を報告した場合に、当該基準に

係る区分に従い、所定点数に加算する。

受信側の保険医療機関における診断等に

係る費用は、受信側、送信側の保険医療

機関間における相互の合議に委ねるもの

とする。 
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８ 保険医療機関間のデジタル病理画像

の送受信及び受信側の保険医療機関にお

ける当該デジタル病理画像の観察による

迅速細胞診を行った場合は、送信側の保

険医療機関において区分番号「Ｎ００３

－２」迅速細胞診及び区分番号「Ｎ００

６」病理診断料の「２」を算定できる。

また、区分番号「Ｎ００６」の｢注４｣に

規定する病理診断管理加算１又は２につ

いては、受信側の保険医療機関が、当該

加算の施設基準に適合しているものとし

て地方厚生（支）局⾧に届け出た保険医

療機関であり、病理診断を専ら担当する

常勤の医師が病理診断を行い、送信側の

保険医療機関にその結果を報告した場合

に当該基準に係る区分に従い、所定点数

に加算する。受信側の保険医療機関にお

ける診断等に係る費用は、受信側、送信

側の保険医療機関間における相互の合議

に委ねるものとする。 

９ デジタル病理画像に基づく病理診断

については、デジタル病理画像の作成、

観察及び送受信を行うにつき十分な装

置・機器を用いた上で観察及び診断を行

った場合に算定できる。なお、デジタル

病理画像に基づく病理診断を行うに当た

っては、関係学会による指針を参考とす

ること。 
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８  保険医療機関間のデジタル病理画像

の送受信及び受信側の保険医療機関にお

ける当該デジタル病理画像の観察による

迅速細胞診を行った場合は、送信側の保

険医療機関において「Ｎ００３－２」迅

速細胞診及び「Ｎ００６」病理診断料の

「２」を算定できる。また、「Ｎ００６」

の｢注４｣に規定する病理診断管理加算１

又は２については、受信側の保険医療機

関が、当該加算の施設基準に適合してい

るものとして地方厚生（支）局⾧に届け

出た保険医療機関であり、当該保険医療

機関において病理診断を専ら担当する常

勤の医師が病理診断を行い、送信側の保

険医療機関にその結果を報告した場合に

当該基準に係る区分に従い、所定点数に

加算する。受信側の保険医療機関におけ

る診断等に係る費用は、受信側、送信側

の保険医療機関間における相互の合議に

委ねるものとする。 

９  デジタル病理画像に基づく病理診断

については、デジタル病理画像の作成、

観察及び送受信を行うにつき十分な装

置・機器を用いた上で観察及び診断を行

った場合に算定できる。なお、デジタル

病理画像に基づく病理診断を行うに当た

っては、関係学会による指針を参考とす

ること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧（R4） 診療報酬点数表 

第１節 病理標本作製料 

【通則】 

＜告示＞ 

１ 病理標本作製に当たって、３臓器以

上の標本作製を行った場合は、３臓器を

限度として算定する。 

２ リンパ節については、所属リンパ節

ごとに１臓器として数えるが、複数の所

属リンパ節が１臓器について存在する場

合は、当該複数の所属リンパ節を１臓器

として数える。 

＜通知：なし＞ 

 

【Ｎ０００ 病理組織標本作製】 

＜告示＞ 

１ 組織切片によるもの（１臓器につ

き） 860 点 

２ セルブロック法によるもの（１部位

につき） 860 点 

＜通知＞ 

(１) 「１」の「組織切片によるもの」

について、次に掲げるものは、各区分ご

とに１臓器として算定する。 

ア 気管支及び肺臓 

イ 食道 

ウ 胃及び十二指腸 

エ 小腸 

オ 盲腸 

カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸 

キ Ｓ状結腸 

ク 直腸 

ケ 子宮体部及び子宮頸部 

(２) 「２」の「セルブロック法による

もの」について、同一又は近接した部位

より同時に数検体を採取して標本作製を 
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第１節 病理標本作製料 

【通則】 

＜告示＞ 

１  病理標本作製に当たって、３臓器以

上の標本作製を行った場合は、３臓器を

限度として算定する。 

２  リンパ節については、所属リンパ節

ごとに１臓器として数えるが、複数の所

属リンパ節が１臓器について存在する場

合は、当該複数の所属リンパ節を１臓器

として数える。 

＜通知：なし＞ 

 

【Ｎ０００ 病理組織標本作製】 

＜告示＞ 

１ 組織切片によるもの（１臓器につき） 

860 点 

２ セルブロック法によるもの（１部位に

つき） 860 点 

＜通知＞ 

(１)  「１」の「組織切片によるもの」

について、次に掲げるものは、各区分ご

とに１臓器として算定する。 

ア 気管支及び肺臓 

イ 食道 

ウ 胃及び十二指腸 

エ 小腸 

オ 盲腸 

カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸 

キ Ｓ状結腸 

ク 直腸 

ケ 子宮体部及び子宮頸部 

(２)  「２」の「セルブロック法による

もの」について、同一又は近接した部位

より同時に数検体を採取して標本作製を 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧（R4） 診療報酬点数表 

行った場合であっても、１回として算定

する。 

(３) 病理組織標本作製において、１臓

器又は１部位から多数のブロック、標本

等を作製した場合であっても、１臓器又

は１部位の標本作製として算定する。 

(４) 病理組織標本作製において、悪性

腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器

から多数のブロックを作製し、又は連続

切片標本を作製した場合であっても、所

定点数のみ算定する。 

(５) 当該標本作製において、ヘリコバ

クター・ピロリ感染診断を目的に行う場

合の保険診療上の取扱いについては、「ヘ

リコバクター・ピロリ感染の診断及び治

療に関する取扱いについて」（平成 12 年

10 月 31 日保険発第 180 号）に即して行う

こと。 

(６) 「２」の「セルブロック法による

もの」は、悪性中皮腫を疑う患者又は組

織切片を検体とした病理組織標本作製が

実施困難な肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、

卵巣癌若しくは悪性リンパ腫を疑う患者

に対して、穿刺吸引等により採取した検

体を用いてセルブロック法により標本作

製した場合に算定する。なお、肺悪性腫

瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌又は悪性リン

パ腫を疑う患者に対して実施した場合に

は、組織切片を検体とした病理組織標本

作製が実施困難である医学的な理由を診

療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載

すること。 
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行った場合であっても、１回として算定

する。 

(３) 病理組織標本作製において、１臓

器又は１部位から多数のブロック、標本

等を作製した場合であっても、１臓器又

は１部位の標本作製として算定する。 

(４) 病理組織標本作製において、悪性

腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器

から多数のブロックを作製し、又は連続

切片標本を作製した場合であっても、所

定点数のみ算定する。 

(５) 当該標本作製において、ヘリコバ

クター・ピロリ感染診断を目的に行う場

合の保険診療上の取扱いについては、「ヘ

リコバクター・ピロリ感染の診断及び治

療に関する取扱いについて」（平成 12 年 

10 月 31 日保険発第 180 号）に即して行

うこと。 

(６) 「２」の「セルブロック法による

もの」は、悪性中皮腫を疑う患者又は組

織切片を検体とした病理組織標本作製が

実施困難な肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、

卵巣癌、悪性リンパ腫若しくは乳癌を疑

う患者に対して、穿刺吸引等により採取

した検体を用いてセルブロック法により

標本作製した場合に算定する。なお、肺

悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性

リンパ腫又は乳癌を疑う患者に対して実

施した場合には、組織切片を検体とした

病理組織標本作製が実施困難である医学

的な理由を診療録及び診療報酬明細書の

摘要欄に記載すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧（R4） 診療報酬点数表 

【Ｎ００１ 電子顕微鏡病理組織標本作

製】 

＜告示＞ 

電子顕微鏡病理組織標本作製（１臓器に

つき） 2,000 点 

＜通知＞ 

(１) 電子顕微鏡病理組織標本作製は、

腎組織、内分泌臓器の機能性腫瘍（甲状

腺腫を除く。）、異所性ホルモン産生腫

瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の

脂質蓄積症、多糖体蓄積症等に対する生

検及び心筋症に対する心筋生検の場合に

おいて、電子顕微鏡による病理診断のた

めの病理組織標本を作製した場合に算定

できる。 

(２) 電子顕微鏡病理組織標本作製、区

分番号「Ｎ０００」病理組織標本作製、

区分番号「Ｎ００２」免疫染色（免疫抗

体法）病理組織標本作製のうち、いずれ

を算定した場合であっても、他の２つの

項目を合わせて算定することができる。 

 

【Ｎ００２ 免疫染色（免疫抗体法）病

理組織標本作製】 

１ エストロジェンレセプター 720 点 

２ プロジェステロンレセプター 690 点 

３ ＨＥＲ２タンパク 690 点 

４ ＥＧＦＲタンパク 690 点 

５ ＣＣＲ４タンパク 10,000 点 

６ ＡＬＫ融合タンパク 2,700 点 

７ ＣＤ３０ 400 点 

８ その他（１臓器につき） 400 点 

注１ １及び２の病理組織標本作製を同

一月に実施した場合は、180 点を主たる病

理組織標本作製の所定点数に加算する。 

新（R6） 診療報酬点数表 

【Ｎ００１ 電子顕微鏡病理組織標本作

製】 

＜告示＞ 

電子顕微鏡病理組織標本作製（１臓器に

つき） 2,000 点 

＜通知＞ 

(１) 電子顕微鏡病理組織標本作製は、

腎組織、内分泌臓器の機能性腫瘍（甲状

腺腫を除く。）、異所性ホルモン産生腫

瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の

脂質蓄積症、多糖体蓄積症等に対する生

検及び心筋症に対する心筋生検の場合に

おいて、電子顕微鏡による病理診断のた

めの病理組織標本を作製した場合に算定

できる。 

(２) 電子顕微鏡病理組織標本作製、「Ｎ

０００」病理組織標本作製、「Ｎ００２」

免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作

製のうち、いずれを算定した場合であっ

ても、他の２つの項目を合わせて算定す

ることができる。 

 

【Ｎ００２ 免疫染色（免疫抗体法）病

理組織標本作製】 

１ エストロジェンレセプター 720 点 

２ プロジェステロンレセプター 690 点 

３ ＨＥＲ２タンパク 690 点 

４ ＥＧＦＲタンパク 690 点 

５ ＣＣＲ４タンパク 10,000 点 

６ ＡＬＫ融合タンパク 2,700 点 

７ ＣＤ３０ 400 点 

８ その他（１臓器につき） 400 点 

注１ １及び２の病理組織標本作製を同

一月に実施した場合は、180点を主たる病

理組織標本作製の所定点数に加算する。

る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧（R4） 診療報酬点数表 

２ ８について、確定診断のために４種

類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な

患者に対して、標本作製を実施した場合

には、1,200 点を所定点数に加算する。 

＜通知＞ 

(１) 免疫染色（免疫抗体法）病理組織

標本作製は、病理組織標本を作製するに

あたり免疫染色を行った場合に、方法

（蛍光抗体法又は酵素抗体法）又は試薬

の種類にかかわらず、１臓器につき１回

のみ算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 免疫染色（免疫抗体法）病理組織

標本作製、区分番号「Ｎ０００」病理組

織標本作製又は区分番号「Ｎ００１」電

子顕微鏡病理組織標本作製のうち、いず

れを算定した場合であっても、他の２つ

の項目を合わせて算定することができ

る。 

 

新（R6） 診療報酬点数表 

２  ８について、確定診断のために４種

類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な

患者に対して、標本作製を実施した場合

には、1,200 点を所定点数に加算する。 

＜通知＞ 

（１）免疫染色（免疫抗体法）病理組織

標本作製は、病理組織標本を作製するに

あたり免疫染色を行った場合に、方法

（蛍光抗体法又は酵素抗体法）又は試薬

の種類にかかわらず、１臓器につき１回

のみ算定する。ただし、「３」のＨＥＲ２

タンパクは、化学療法歴のある手術不能

又は再発乳癌患者に対して、過去に乳癌

に係る本標本作製を実施した場合であっ

て、抗ＨＥＲ２ヒト化モノクローナル抗

体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判定する

ための補助に用いるものとして薬事承認

又は認証を得ている体外診断用医薬品を

用いて、ＨＥＲ２低発現の確認により当

該抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断する

ことを目的として、本標本作製を再度行

う場合に限り、別に１回に限り算定でき

る（乳癌に係る初回の本標本作成を令和

６年３月 31 日以降に実施した場合にあっ

ては、令和８年５月 31 日までの間に限

る。）。なお、再度免疫染色が必要である

医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄

に記載すること。 

(２) 免疫染色（免疫抗体法）病理組織

標本作製、「Ｎ０００」病理組織標本作製

又は「Ｎ００１」電子顕微鏡病理組織標

本作製のうち、いずれを算定した場合で

あっても、他の２つの項目を合わせて算

定することができる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧（R4） 診療報酬点数表 

(３) 「１」のエストロジェンレセプター

の免疫染色と「２」のプロジェステロン

レセプターの免疫染色を同一月に実施し

た場合は、いずれかの主たる病理組織標

本作製の所定点数及び注に規定する加算

のみを算定する。 

(４) 「３」のＨＥＲ２タンパクは、半

定量法又はＥＩＡ法（酵素免疫測定法）

による病理標本作製を行った場合に限り

算定する。 

(５) 「５」ＣＣＲ４タンパク及び区分

番号「Ｄ００６－10」ＣＣＲ４タンパク

（フローサイトメトリー法）を同一の目

的で実施した場合は、原則として主たる

もののみ算定する。ただし、医学的な必

要性がある場合には、併せて実施した場

合であっても、いずれの点数も算定でき

る。なお、この場合においては、診療報

酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的

必要性を記載すること。 

(６) 「６」のＡＬＫ融合タンパクは、

以下に掲げる場合において算定できる。 

ア 非小細胞肺癌患者に対して、ＡＬＫ

阻害剤の投与の適応を判断することを目

的として、ブリッジ試薬を用いた免疫組

織染色法により病理標本作製を行った場

合（当該薬剤の投与方針の決定までの間

の１回に限る。） 

イ 悪性リンパ腫患者に対して、悪性リ

ンパ腫の診断補助を目的として免疫組織

染色法により病理標本作製を行った場合

（悪性リンパ腫の病型分類までの間の１

回に限る。） 
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(３)「１」のエストロジェンレセプター

の免疫染色と「２」のプロジェステロン

レセプターの免疫染色を同一月に実施し

た場合は、いずれかの主たる病理組織標

本作製の所定点数及び注に規定する加算

のみを算定する。 

(４) 「３」のＨＥＲ２タンパクは、半

定量法又はＥＩＡ法（酵素免疫測定法）

による病理標本作製を行った場合に限り

算定する。 

(５) 「５」ＣＣＲ４タンパク及び「Ｄ０

０６－10」ＣＣＲ４タンパク（フローサ

イトメトリー法）を同一の目的で実施し

た場合は、原則として主たるもののみ算

定する。ただし、医学的な必要性がある

場合には、併せて実施した場合であって

も、いずれの点数も算定できる。なお、

この場合においては、診療報酬明細書の

摘要欄にその理由及び医学的必要性を記

載すること。 

(６) 「６」のＡＬＫ融合タンパクは、

以下に掲げる場合において算定できる。 

ア 非小細胞肺癌患者に対して、ＡＬＫ

阻害剤の投与の適応を判断することを目

的として、ブリッジ試薬を用いた免疫組

織染色法により病理標本作製を行った場

合（当該薬剤の投与方針の決定までの間

の１回に限る。） 

イ 悪性リンパ腫患者に対して、悪性リ

ンパ腫の診断補助を目的として免疫組織

染色法により病理標本作製を行った場合

（悪性リンパ腫の病型分類までの間の１

回に限る。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧（R4） 診療報酬点数表 

(７) 「７」のＣＤ３０は、ＨＱリンカ

ーを用いた免疫組織化学染色法により、

悪性リンパ腫の診断補助を目的に実施し

た場合に算定する。 

(８) 「注２」に規定する「確定診断の

ために４種類以上の抗体を用いた免疫染

色が必要な患者」とは、原発不明癌、原

発性脳腫瘍、悪性リンパ腫、悪性中皮

腫、肺悪性腫瘍（腺癌、扁平上皮癌）、消

化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）、慢性腎炎、内

分泌腫瘍、軟部腫瘍、皮膚の血管炎、水

疱症（天疱瘡、類天疱瘡等）、悪性黒色

腫、筋ジストロフィー又は筋炎が疑われ

る患者を指す。これらの疾患が疑われる

患者であっても３種類以下の抗体で免疫

染色を行った場合は、当該加算は算定で

きない。 

(９) 肺悪性腫瘍（腺癌、扁平上皮癌）

が疑われる患者に対して「注２」の加算

を算定する場合は、腫瘍が未分化であっ

た場合等ＨＥ染色では腺癌又は扁平上皮

癌の診断が困難な患者に限り算定するこ

ととし、その医学的根拠を診療報酬明細

書の摘要欄に詳細に記載すること。な

お、次に掲げるいずれかの項目を既に算

定している場合には、当該加算は算定で

きない。 

ア 区分番号「Ｄ００４－２」悪性腫瘍

組織検査の「１」悪性腫瘍遺伝子検査の

「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品

の適応判定の補助等に用いるもの（肺癌

におけるＥＧＦＲ遺伝子検査、ＲＯＳ１

融合遺伝子検査、ＡＬＫ融合遺伝子検

査、ＢＲＡＦ遺伝子検査（次世代シーケ

ンシングを除く。）及びＭＥＴｅｘ14 遺伝 

新（R6） 診療報酬点数表 

(７) 「７」のＣＤ３０は、ＨＱリンカ

ーを用いた免疫組織化学染色法により、

悪性リンパ腫の診断補助を目的に実施し

た場合に算定する。 

(８) 「注２」に規定する「確定診断の

ために４種類以上の抗体を用いた免疫染

色が必要な患者」とは、原発不明癌、原

発性脳腫瘍、悪性リンパ腫、悪性中皮

腫、肺悪性腫瘍（腺癌、扁平上皮癌）、消

化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）、慢性腎炎、内

分泌腫瘍、軟部腫瘍、皮膚の血管炎、水

疱症（天疱瘡、類天疱瘡等）、悪性黒色

腫、筋ジストロフィー又は筋炎が疑われ

る患者を指す。これらの疾患が疑われる

患者であっても３種類以下の抗体で免疫

染色を行った場合は、当該加算は算定で

きない。 

(９)  肺悪性腫瘍（腺癌、扁平上皮癌）

が疑われる患者に対して「注２」の加算

を算定する場合は、腫瘍が未分化であっ

た場合等ＨＥ染色では腺癌又は扁平上皮

癌の診断が困難な患者に限り算定するこ

ととし、その医学的根拠を診療報酬明細

書の摘要欄に詳細に記載すること。な

お、次に掲げるいずれかの項目を既に算

定している場合には、当該加算は算定で

きない。 

ア 「Ｄ００４－２」悪性腫瘍組織検査の

「１」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理

が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定

の補助等に用いるもの（肺癌におけるＥ

ＧＦＲ遺伝子検査、ＲＯＳ１融合遺伝子

検査、ＡＬＫ融合遺伝子検査、ＢＲＡＦ

遺伝子検査（次世代シーケンシングを除

く。）及びＭＥＴｅｘ14 遺伝子検査（次 
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子検査（次世代シーケンシングを除く。）

に限る。） 

イ 区分番号「Ｄ００４－２」悪性腫瘍

組織検査の「１」悪性腫瘍遺伝子検査の

「ロ」処理が複雑なもの（肺癌における

ＢＲＡＦ遺伝子検査（次世代シーケンシ

ング）、ＭＥＴｅｘ14 遺伝子検査（次世代

シーケンシング）及びＲＥＴ融合遺伝子

検査に限る。） 

ウ 区分番号「Ｄ００６－24」肺癌関連

遺伝子多項目同時検査 

エ 区分番号「Ｎ００５－２」ＡＬＫ融

合遺伝子標本作製 

(10) セルブロック法による病理組織標

本に対する免疫染色については、悪性中

皮腫を疑う患者又は組織切片を検体とし

た病理組織標本作製が実施困難な肺悪性

腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌若しくは悪

性リンパ腫を疑う患者に対して実施した

場合に算定する。なお、肺悪性腫瘍、胃

癌、大腸癌、卵巣癌又は悪性リンパ腫を

疑う患者に対して実施した場合には、組

織切片を検体とした病理組織標本作製が

実施困難である医学的な理由を診療録及

び診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ

と。 

 

【Ｎ００３ 術中迅速病理組織標本作製】 

＜告示＞ 

Ｎ００３ 術中迅速病理組織標本作製（１

手術につき） 1,990 点 

＜通知＞ 

術中迅速病理組織標本作製は、手術の途

中において迅速凍結切片等による標本作

製及び鏡検を完了した場合において、１ 
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世代シーケンシングを除く。）に限る。） 

 

イ 「Ｄ００４－２」悪性腫瘍組織検査の

「１」悪性腫瘍遺伝子検査の「ロ」処理

が複雑なもの（肺癌におけるＢＲＡＦ遺

伝子検査（次世代シーケンシング）、ＭＥ

Ｔｅｘ14 遺伝子検査（次世代シーケンシ

ング）及びＲＥＴ融合遺伝子検査に限

る。） 

ウ 「Ｄ００６－24」肺癌関連遺伝子多項

目同時検査 

エ 「Ｎ００５－２」ＡＬＫ融合遺伝子標

本作製 

(10) セルブロック法による病理組織標

本に対する免疫染色については、悪性中

皮腫を疑う患者又は組織切片を検体とし

た病理組織標本作製が実施困難な肺悪性

腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リン

パ腫若しくは乳癌を疑う患者に対して実

施した場合に算定する。なお、肺悪性腫

瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ

腫又は乳癌を疑う患者に対して実施した

場合には、組織切片を検体とした病理組

織標本作製が実施困難である医学的な理

由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄

に記載すること。 

 

【Ｎ００３ 術中迅速病理組織標本作製】 

＜告示＞ 

Ｎ００３ 術中迅速病理組織標本作製（１

手術につき） 1,990 点 

＜通知＞ 

術中迅速病理組織標本作製は、手術の途

中において迅速凍結切片等による標本作

製及び鏡検を完了した場合において、１ 
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手術につき１回算定する。なお、摘出し

た臓器について、術後に再確認のため精

密な病理組織標本作製を行った場合は、

区分番号「Ｎ０００」病理組織標本作製

の所定点数を別に算定する。 

 

【Ｎ００３－２ 迅速細胞診】 

＜告示＞ 

１手術中の場合（１手術につき） 450 点 

２検査中の場合（１検査につき） 450 点 

＜通知＞ 

迅速細胞診は、手術、気管支鏡検査（超

音波気管支鏡下穿刺吸引生検法の実施時

に限る。）又は内視鏡検査（膵癌又は胃粘

膜下腫瘍が疑われる患者に対して超音波

内視鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限

る。）の途中において腹水及び胸水等の体

腔液又はリンパ節穿刺液を検体として標

本作製及び鏡検を完了した場合におい

て、１手術又は１検査につき１回算定す

る。 

 

【Ｎ００４ 細胞診（１部位につき）】 

＜告示＞ 

１ 婦人科材料等によるもの 150 点 

２ 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等による

もの 190 点 

＜通知＞ 

注１ １について、固定保存液に回収し

た検体から標本を作製して、診断を行っ

た場合には、婦人科材料等液状化検体細

胞診加算として、36 点を所定点数に加算

する。 

２ ２について、過去に穿刺し又は採取

し、固定保存液に回収した検体から標本 
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手術につき１回算定する。なお、摘出し

た臓器について、術後に再確認のため精

密な病理組織標本作製を行った場合は、

「Ｎ０００」病理組織標本作製の所定点

数を別に算定する。 

 

【Ｎ００３－２ 迅速細胞診】 

＜告示＞ 

１手術中の場合（１手術につき） 450点 

２検査中の場合（１検査につき） 450点 

＜通知＞ 

迅速細胞診は、手術、気管支鏡検査（超

音波気管支鏡下穿刺吸引生検法の実施時

に限る。）又は内視鏡検査（膵癌又は胃粘

膜下腫瘍が疑われる患者に対する超音波

内視鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限

る。）の途中において腹水及び胸水等の体

腔液又は穿刺吸引検体による標本作製及

び鏡検を完了した場合において、１手術

又は１検査につき１回算定する。 

 

 

【Ｎ００４ 細胞診（１部位につき）】 

＜告示＞ 

１ 婦人科材料等によるもの 150 点 

２ 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等による

もの 190 点 

＜通知＞ 

注１ １について、固定保存液に回収し

た検体から標本を作製して、診断を行っ

た場合には、婦人科材料等液状化検体細

胞診加算として、45 点を所定点数に加算

する。 

２ ２について、過去に穿刺し又は採取

し、固定保存液に回収した検体から標本 
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を作製して、診断を行った場合には、液

状化検体細胞診加算として、85 点を所定

点数に加算する。 

＜通知＞ 

(１) 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹

腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プ

ロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡

又はヘルペスウイルス感染症における

Tzanck 細胞の標本作製は、細胞診により

算定する。 

(２) 同一又は近接した部位より同時に

数検体を採取して標本作製を行った場合

であっても、１回として算定する。 

(３) 「２」の「穿刺吸引細胞診、体腔

洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄

細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞

診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診

等を指す。 

(４) 「注１」に規定する婦人科材料等

液状化検体細胞診加算は、採取と同時に

行った場合に算定できる。なお、過去に

穿刺又は採取し、固定保存液に回収した

検体から標本を作製し診断を行った場合

には算定できない。 

(５) 「注２」に規定する液状化検体細

胞診加算は、採取と同時に作製された標

本に基づいた診断の結果、再検が必要と

判断され、固定保存液に回収した検体か

ら再度標本を作製し、診断を行った場合

に限り算定できる。採取と同時に行った

場合は算定できない。 
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を作製して、診断を行った場合には、液

状化検体細胞診加算として、85 点を所定

点数に加算する。 

＜通知＞ 

(１) 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔

穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロ

ヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡又

は ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス 感 染 症 に お け る 

Tzanck 細胞の標本作製は、細胞診により

算定する。 

(２) 同一又は近接した部位より同時に

数検体を採取して標本作製を行った場合

であっても、１回として算定する。 

(３) 「２」の「穿刺吸引細胞診、体腔

洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄

細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞

診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診

等を指す。 

(４) 「注１」に規定する婦人科材料等

液状化検体細胞診加算は、採取と同時に

行った場合に算定できる。なお、過去に

穿刺又は採取し、固定保存液に回収した

検体から標本を作製し診断を行った場合

には算定できない。 

(５) 「注２」に規定する液状化検体細

胞診加算は、採取と同時に作製された標

本に基づいた診断の結果、再検が必要と

判断され、固定保存液に回収した検体か

ら再度標本を作製し、診断を行った場合

に限り算定できる。採取と同時に行った

場合は算定できない。 
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【Ｎ００５ ＨＥＲ２遺伝子標本作製】 

＜告示＞ 

１ 単独の場合 2,700 点 

２ 区分番号Ｎ００２に掲げる免疫染色

（免疫抗体法）病理組織標本作製の３に

よる病理標本作製を併せて行った場合 

3,050 点 

＜通知＞ 

(１) ＨＥＲ２遺伝子標本作製は、抗Ｈ

ＥＲ２ヒト化モノクローナル抗体抗悪性

腫瘍剤の投与の適応を判断することを目

的として、ＦＩＳＨ法、ＳＩＳＨ法又は

ＣＩＳＨ法により遺伝子増幅標本作製を

行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与

方針の決定までの間に１回を限度として

算定する。 

(２) 本 標 本 作 製 と 区分 番 号 「 Ｎ ０ ０

２」免疫染色（免疫抗体法）病理組織標

本作製の「３」を同一の目的で実施した

場合は、本区分の「２」により算定す

る。 

【Ｎ００５－２ ＡＬＫ融合遺伝子標本作

製】 

＜告示＞ 

Ｎ００５－２ ＡＬＫ融合遺伝子標本作製 

6,520 点 

＜通知＞ 

ＡＬＫ融合遺伝子標本作製は、ＡＬＫ阻

害剤の投与の適応を判断することを目的

として、ＦＩＳＨ法により遺伝子標本作

製を行った場合に、当該薬剤の投与方針

の決定までの間に１回を限度として算定

する。 
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【Ｎ００５ ＨＥＲ２遺伝子標本作製】 

＜告示＞ 

１ 単独の場合 2,700 点 

２ 区分番号Ｎ００２に掲げる免疫染色

（免疫抗体法）病理組織標本作製の３に

よる病理標本作製を併せて行った場合 

3,050 点 

＜通知＞ 

(１) ＨＥＲ２遺伝子標本作製は、抗Ｈ

ＥＲ２ヒト化モノクローナル抗体抗悪性

腫瘍剤の投与の適応を判断することを目

的として、ＦＩＳＨ法、ＳＩＳＨ法又は

ＣＩＳＨ法により遺伝子増幅標本作製を

行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与

方針の決定までの間に１回を限度として

算定する。 

(２) 本標本作製と「Ｎ００２」免疫染

色（免疫抗体法）病理組織標本作製の

「３」を同一の目的で実施した場合は、

本区分の「２」により算定する。 

 

【Ｎ００５－２ ＡＬＫ融合遺伝子標本作

製】 

＜告示＞ 

Ｎ００５－２ ＡＬＫ融合遺伝子標本作製 

6,520 点 

＜通知＞ 

ＡＬＫ融合遺伝子標本作製は、ＡＬＫ阻

害剤の投与の適応を判断することを目的

として、ＦＩＳＨ法により遺伝子標本作

製を行った場合に、当該薬剤の投与方針

の決定までの間に１回を限度として算定

する。 
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【Ｎ００５－３ ＰＤ－Ｌ１タンパク免疫

染色（免疫抗体法）病理組織標本作製】 

＜告示＞ 

ＰＤ－Ｌ１タンパク免疫染色（免疫抗体

法）病理組織標本作製 2,700 点 

＜通知＞ 

ＰＤ－Ｌ１タンパク免疫染色（免疫抗体

法）病理組織標本作製は、抗ＰＤ－１抗

体抗悪性腫瘍剤又は抗ＰＤ－Ｌ１抗体抗

悪性腫瘍剤の投与の適応を判断すること

を目的として、免疫染色（免疫抗体法）

病理組織標本作製を行った場合に、当該

抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間

に１回を限度として算定する。 
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【Ｎ００５－３ ＰＤ－Ｌ１タンパク免疫

染色（免疫抗体法）病理組織標本作製】 

＜告示＞ 

ＰＤ－Ｌ１タンパク免疫染色（免疫抗体

法）病理組織標本作製 2,700 点 

＜通知＞ 

ＰＤ－Ｌ１タンパク免疫染色（免疫抗体

法）病理組織標本作製は、抗ＰＤ－１抗

体抗悪性腫瘍剤又は抗ＰＤ－Ｌ１抗体抗

悪性腫瘍剤の投与の適応を判断すること

を目的として、免疫染色（免疫抗体法）

病理組織標本作製を行った場合に、当該

抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間

に１回を限度として算定する。  

 

【Ｎ００５－４ ミスマッチ修復タンパク

免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作

製】 

＜告示＞ 

ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫

抗体法）病理組織標本作製 

2,700 点 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に

適合しているものとして地方厚生局⾧等

に届け出た保険医療機関において、ミス

マッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体

法）病理組織標本作製を実施し、その結

果について患者又はその家族等に対し遺

伝カウンセリングを行った場合には、遺

伝カウンセリング加算として、患者１人

につき月１回に限り、1,000 点を所定点数

に加算する。 

＜通知＞ 

(１) ミスマッチ修復タンパク免疫染色

（免疫抗体法）病理組織標本作製は、以 
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下のいずれかを目的として、免疫染色

（免疫抗体法）病理組織標本作製を行っ

た場合に、患者１人につき１回に限り算

定する。 

ア 固形癌における抗ＰＤ－１抗体抗悪性

腫瘍剤の適応判定の補助 

イ 大腸癌におけるリンチ症候群の診断の

補助 

ウ 大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治

療法の選択の補助 

(２) (１)に掲げるいずれか１つの目的で

当該標本作製を実施した後に、別の目的

で当該標本作製を実施した場合にあって

も、別に１回に限り算定できる。なお、

この場合にあっては、その医学的な必要

性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する

こと。 

(３) 本標本作製及び「Ｄ００４－２」に

掲げるマイクロサテライト不安定性検査

を同一の目的で実施した場合は、主たる

もののみ算定する。 

(４) 「注」に規定する遺伝カウンセリン

グ加算は、本標本作製（リンチ症候群の

診断の補助に用いる場合に限る。）を実施

する際、以下のいずれも満たす場合に算

定できる。 

ア 本標本作製の実施前に、臨床遺伝学に

関する十分な知識を有する医師が、患者

又はその家族等に対し、当該標本作製の

目的並びに当該標本作製の実施によって

生じうる利益及び不利益についての説明

等を含めたカウンセリングを行うととも

に、その内容を文書により交付するこ

と。 

イ 臨床遺伝学に関する十分な知識を有す 
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る医師が、患者又はその家族等に対し、

本標本作製の結果に基づいて療養上の指

導を行うとともに、その内容を文書によ

り交付すること。ただし、この場合にお

いて、同一の目的で実施した「Ｄ００４

－２」に掲げるマイクロサテライト不安

定性検査に係る遺伝カウンセリング加算

は別に算定できない。なお、遺伝カウン

セリングの実施に当たっては、厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取り扱いのためのガイダン

ス」及び関係学会による「医療における

遺伝学的検査･診断に関するガイドライ

ン」を遵守すること。 

 

【Ｎ００５－５ ＢＲＡＦ Ｖ600Ｅ変異タ

ンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織

標本作製】 

＜告示＞ 

ＢＲＡＦ Ｖ600Ｅ変異タンパク免疫染色

（免疫抗体法）病理組織標本作製 1,600

点 

＜通知＞ 

(１) ＢＲＡＦ Ｖ600Ｅ変異タンパク免疫

染色（免疫抗体法）病理組織標本作製

は、以下のいずれかを目的として、免疫

染色（免疫抗体法）病理組織標本作製を

行った場合に、患者１人につき１回に限

り算定する。 

ア 大腸癌におけるリンチ症候群の診断の

補助 

イ 大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治

療法の選択の補助 

(２) 早期大腸癌におけるリンチ症候群の

除外を目的として、本標本作製を実施し 
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第２節 病理診断・判断料 

 

【Ｎ００６ 病理診断料】 

＜告示＞ 

１ 組織診断料 520 点 

２ 細胞診断料 200 点 

注１ １については、病理診断を専ら担

当する医師が勤務する病院又は病理診断

を専ら担当する常勤の医師が勤務する診

療所である保険医療機関において、区分

番号Ｎ０００に掲げる病理組織標本作

製、区分番号Ｎ００１に掲げる電子顕微

鏡病理組織標本作製、区分番号Ｎ００２

に掲げる免疫染色（免疫抗体法）病理組

織標本作製若しくは区分番号Ｎ００３に

掲げる術中迅速病理組織標本作製により

作製された組織標本（区分番号Ｎ０００

に掲げる病理組織標本作製又は区分番号

Ｎ００２に掲げる免疫染色（免疫抗体

法）病理組織標本作製により作製された

組織標本のデジタル病理画像を含む。）に

基づく診断を行った場合又は当該保険医

療機関以外の保険医療機関で作製された

組織標本（当該保険医療機関以外の保険 

 

新（R6） 診療報酬点数表 

た場合にあっては、「Ｄ００４－２」に掲

げるマイクロサテライト不安定性検査、

又は「Ｎ００５－４」ミスマッチ修復タ

ンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織

標本作製を実施した年月日を、診療報酬

明細書の摘要欄に記載すること。 

(３) 本標本作製及び「Ｄ００４－２」に

掲げる大腸癌におけるＢＲＡＦ遺伝子検

査を併せて行った場合は、主たるものの

み算定する。 

 

第２節 病理診断・判断料 

 

【Ｎ００６ 病理診断料】 

＜告示＞ 

１ 組織診断料 520 点 

２ 細胞診断料 200 点 

注１ １については、病理診断を専ら担

当する医師が勤務する病院又は病理診断

を専ら担当する常勤の医師が勤務する診

療所である保険医療機関において、区分

番号Ｎ０００に掲げる病理組織標本作

製、区分番号Ｎ００１に掲げる電子顕微

鏡病理組織標本作製、区分番号Ｎ００２

に掲げる免疫染色（免疫抗体法）病理組

織標本作製若しくは区分番号Ｎ００３に

掲げる術中迅速病理組織標本作製により

作製された組織標本（区分番号Ｎ０００

に掲げる病理組織標本作製又は区分番号

Ｎ００２に掲げる免疫染色（免疫抗体

法）病理組織標本作製により作製された

組織標本のデジタル病理画像を含む。）に

基づく診断を行った場合又は当該保険医

療機関以外の保険医療機関で作製された

組織標本（当該保険医療機関以外の保険 
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医療機関で区分番号Ｎ０００に掲げる病

理組織標本作製又は区分番号Ｎ００２に

掲げる免疫染色（免疫抗体法）病理組織

標本作製により作製された組織標本のデ

ジタル病理画像を含む。）に基づく診断を

行った場合に、これらの診断の別又は回

数にかか わらず、 月１回 に限り 算定す

る。 

２ ２については、病理診断を専ら担当

する医師が勤務する病院又は病理診断を

専ら担当する常勤の医師が勤務する診療

所である保険医療機関において、区分番

号Ｎ００３－２に掲げる迅速細胞診若し

くは区分番号Ｎ００４に掲げる細胞診の

２により作製された標本に基づく診断を

行った場合又は当該保険医療機関以外の

保険医療機関で作製された標本に基づく

診断を行った場合に、これらの診断の別

又は回数にかかわらず、月１回に限り算

定する。 

３ 当該保険医療機関以外の保険医療機

関で作製された標本に基づき診断を行っ

た場合は、区分番号Ｎ０００からＮ００

４までに掲げる病理標本作製料は、別に

算定できない。 

４ 病理診断管理に関する別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生局⾧等に届け出た保険

医療機関において、病理診断を専ら担当

する常勤の医師が病理診断を行い、その

結果を文書により報告した場合には、当

該基準に係る区分に従い、次に掲げる点

数を所定点数に加算する。 

イ 病理診断管理加算１ 

（１） 組織診断を行った場合 120 点 
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医療機関で区分番号Ｎ０００に掲げる病

理組織標本作製又は区分番号Ｎ００２に

掲げる免疫染色（免疫抗体法）病理組織

標本作製により作製された組織標本のデ

ジタル病理画像を含む。）に基づく診断を

行った場合に、これらの診断の別又は回

数にかかわらず、月１回に限り算定す

る。 

２ ２については、病理診断を専ら担当

する医師が勤務する病院又は病理診断を

専ら担当する常勤の医師が勤務する診療

所である保険医療機関において、区分番

号Ｎ００３－２に掲げる迅速細胞診若し

くは区分番号Ｎ００４に掲げる細胞診の

２により作製された標本に基づく診断を

行った場合又は当該保険医療機関以外の

保険医療機関で作製された標本に基づく

診断を行った場合に、これらの診断の別

又は回数にかかわらず、月１回に限り算

定する。 

３ 当該保険医療機関以外の保険医療機

関で作製された標本に基づき診断を行っ

た場合は、区分番号Ｎ０００からＮ００

４までに掲げる病理標本作製料は、別に

算定できない。 

４ 病理診断管理に関する別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生局⾧等に届け出た保険

医療機関において、病理診断を専ら担当

する常勤の医師が病理診断を行い、その

結果を文書により報告した場合には、当

該基準に係る区分に従い、次に掲げる点

数を所定点数に加算する。 

イ 病理診断管理加算１ 

（ １ ） 組織診断を行った場合 120 点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧（R4） 診療報酬点数表 

（２） 細胞診断を行った場合 60 点 

ロ 病理診断管理加算２ 

（１） 組織診断を行った場合 320 点 

（２） 細胞診断を行った場合 160 点 

５ １については、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局⾧等に届け出た保険医療機

関において、悪性腫瘍に係る手術の検体

から区分番号Ｎ０００に掲げる病理組織

標本作製の１又は区分番号Ｎ００２に掲

げる免疫染色（免疫抗体法）病理組織標

本作製により作製された組織標本に基づ

く診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組

織標本加算として、150 点を所定点数に加

算する。 

＜通知＞ 

(１) 当該保険医療機関以外に勤務する

病理診断を行う医師が、当該保険医療機

関に出向いて病理診断を行った場合等、

当該保険医療機関における勤務の実態が

ない場合においては、病理診断料は算定

できない。 

(２) 当該保険医療機関において、当該

保険医療機関以外の医療機関（衛生検査

所等を含む。）で作製した病理標本につき

診断を行った場合には、月１回に限り所

定点数を算定する。なお、患者が当該傷

病につき当該保険医療機関を受診してい

ない場合においては、療養の給付の対象

とならない。 

(３) 病理診断料が含まれない入院料を

算定する病棟に入院中の患者に対して、

病理診断料を算定する場合は、同一月内

に当該患者が病理診断料の含まれる入院

料を算定する病棟に転棟した場合であっ 

新（R6） 診療報酬点数表 

（ ２ ） 細胞診断を行った場合 60 点 

ロ 病理診断管理加算２ 

（ １ ） 組織診断を行った場合 320 点 

（ ２ ） 細胞診断を行った場合 160 点 

５  １については、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局⾧等に届け出た保険医療機

関において、悪性腫瘍に係る手術の検体

から区分番号Ｎ０００に掲げる病理組織

標本作製の１又は区分番号Ｎ００２に掲

げる免疫染色（免疫抗体法）病理組織標

本作製により作製された組織標本に基づ

く診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組

織標本加算として、150 点を所定点数に加

算する。 

＜通知＞ 

(１) 当該保険医療機関以外に勤務する病

理診断を行う医師が、当該保険医療機関

に出向いて病理診断を行った場合等、当

該保険医療機関における勤務の実態がな

い場合においては、 

病理診断料は算定できない。 

(２) 当該保険医療機関において、当該

保険医療機関以外の医療機関（衛生検査

所等を含む。）で作製した病理標本につき

診断を行った場合には、月１回に限り所

定点数を算定する。なお、患者が当該傷

病につき当該保険医療機関を受診してい

ない場合においては、療養の給付の対象

とならない。 

(３) 病理診断料が含まれない入院料を

算定する病棟に入院中の患者に対して、

病理診断料を算定する場合は、同一月内

に当該患者が病理診断料の含まれる入院

料を算定する病棟に転棟した場合であっ 
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ても、当該病理診断料を算定することが

できる。 

(４) 病理診断管理加算１又は２の届出

を行った保険医療機関において、病理診

断を専ら担当する常勤の医師のうち当該

保険医療機関において勤務する１名（病

理診断管理加算２を算定する場合にあっ

ては２名）を除いた病理診断を専ら担当

する常勤の医師については、当該保険医

療機関において常態として週３日以上、

かつ、週 24 時間以上の勤務を行っている

場合、当該勤務時間以外の所定労働時間

については、自宅等の当該保険医療機関

以外の場所で、デジタル病理画像の観察

及び送受信を行うにつき十分な装置・機

器を用いた上で観察を行い、その結果を

文書により当該患者の診療を担当する医

師に報告した場合も病理診断料及び病理

診断管理加算１又は２を算定できる。な

お、デジタル画像に基づく病理診断を行

うに当たっては、関係学会による指針を

参考とすること。また、病院の管理者が

当該医師の勤務状況を適切に把握してい

ること。 

(５) 「注５」に規定する悪性腫瘍病理

組織標本加算については、原発性悪性腫

瘍に対して区分番号「Ｋ００７の１」、

「Ｋ０３１」、「Ｋ０５３」、「Ｋ１６２」、

「Ｋ３９４」、「Ｋ３９４－２」、「Ｋ４３

９」、「Ｋ４４２」、「Ｋ４７６」、「Ｋ４８

４－２」、「Ｋ５１４」、「Ｋ５１４－２」、

「Ｋ５２９」、「Ｋ５２９－２」、「Ｋ５２

９－３」、「Ｋ６５３の２」、「Ｋ６５３の

３」、「Ｋ６５５の２」、「Ｋ６５５－２の

２」、「Ｋ６５５－４の２」、 

新（R6） 診療報酬点数表 

ても、当該病理診断料を算定することが

できる。 

(４) 病理診断管理加算１又は２の届出

を行った保険医療機関において、病理診

断を専ら担当する常勤の医師のうち当該

保険医療機関において勤務する１名（病

理診断管理加算２を算定する場合にあっ

ては２名）を除いた病理診断を専ら担当

する常勤の医師については、当該保険医

療機関において常態として週３日以上、

かつ、週 24 時間以上の勤務を行っている

場合、当該勤務時間以外の所定労働時間

については、自宅等の当該保険医療機関

以外の場所で、デジタル病理画像の観察

及び送受信を行うにつき十分な装置・機

器を用いた上で観察を行い、その結果を

文書により当該患者の診療を担当する医

師に報告した場合も病理診断料及び病理

診断管理加算１又は２を算定できる。な

お、デジタル画像に基づく病理診断を行

うに当たっては、関係学会による指針を

参考とすること。また、病院の管理者が

当該医師の勤務状況を適切に把握してい

ること。 

(５) 「注５」に規定する悪性腫瘍病理

組織標本加算については、原発性悪性腫

瘍に対して「Ｋ００７の１」、「Ｋ０３

１」、「Ｋ０５３」、「Ｋ１６２」、「Ｋ３９

４」、「Ｋ３９４－２」、「Ｋ４３９」、「Ｋ

４４２」、「Ｋ４７６」、「Ｋ４８４－２」、

「Ｋ５１４」、「Ｋ５１４－２」、「Ｋ５２

９」、「Ｋ５２９－２」、「Ｋ５２９－３」、

「Ｋ５２９－５」、「Ｋ６５３の２」、「Ｋ

６５３の３」、「Ｋ６５５の２」、「Ｋ６５

５－２の２」、「Ｋ６５５－２の３」、 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧（R4） 診療報酬点数表 

「Ｋ６５５－４の２」、「Ｋ６５５－５の

２」、「Ｋ６５７の２」、「Ｋ６５７－２の

２」、「Ｋ６７５」、「Ｋ６７７」、「Ｋ６７

７－２」、「Ｋ６９５」、「Ｋ６９５－２」、

「Ｋ７００－２」、「Ｋ７００－３」、「Ｋ

７０２」、「Ｋ７０２－２」、「Ｋ７０３」、

「Ｋ７０３－２」、「Ｋ７０４」、「Ｋ７２

１－４」、「Ｋ７４０」、「Ｋ７４０－２」、

「Ｋ７７３」から「Ｋ７７３－３」ま

で、「Ｋ７７３－５」、「Ｋ８０３」から

「Ｋ８０３－３」まで、「Ｋ８３３」、「Ｋ

８４３」から「Ｋ８４３－４」まで、「Ｋ

８７９」、「Ｋ８７９－２」又は「Ｋ８８

９」に掲げる手術を実施し、当該手術の

検体から作製された病理組織標本に基づ

き病理診断を行った場合に算定する。 

 

 

 

 

【Ｎ００７ 病理判断料】 

＜告示＞ 

病理判断料  130 点 

注１ 行われた病理標本作製の種類又は

回数にかかわらず、月１回に限り算定す

る。 

２ 区分番号Ｎ００６に掲げる病理診断

料を算定した場合には、算定しない。 

＜通知＞ 

病理判断料が含まれない入院料を算定す

る病棟に入院中の患者に対して、病理判

断料を算定した場合は、同一月内に当該

患者が病理判断料の含まれる入院料を算

定する病棟に転棟した場合であっても当

該病理判断料を算定することができる。 

新（R6） 診療報酬点数表 

「Ｋ６５５－４の２」、「Ｋ６５５－５の

２」、「Ｋ６５５－５の３」、「Ｋ６５７の

２」、「Ｋ６５７の３」、「Ｋ６５７－２の

２」から「Ｋ６５７－２の４」まで、「Ｋ

６７５」、「Ｋ６７５－２」、「Ｋ６７７」、

「Ｋ６７７－２」、「Ｋ６９５」、「Ｋ６９

５－２」、「Ｋ７００－２」、「Ｋ７００－

３」、「Ｋ７０２」、「Ｋ７０２－２」、「Ｋ

７０３」、「Ｋ７０３－２」、「Ｋ７０４」、

「Ｋ７２１－４」、「Ｋ７４０」、「Ｋ７４

０－２」、「Ｋ７７３」から「Ｋ７７３－

３」まで、「Ｋ７７３－５」、「Ｋ７７３－

６」、「Ｋ８０３」から「Ｋ８０３－３」

まで、「Ｋ８３３」、「Ｋ８４３」から「Ｋ

８４３－４」まで、「Ｋ８７９」、「Ｋ８７

９－２」又は「Ｋ８８９」に掲げる手術

を実施し、当該手術の検体から作製され

た病理組織標本に基づき病理診断を行っ

た場合に算定する。 

 

【Ｎ００７ 病理判断料】 

＜告示＞ 

病理判断料  130 点 

注１ 行われた病理標本作製の種類又は

回数にかかわらず、月１回に限り算定す

る。 

２ 区分番号Ｎ００６に掲げる病理診断

料を算定した場合には、算定しない。  

＜通知＞ 

病理判断料が含まれない入院料を算定す

る病棟に入院中の患者に対して、病理判

断料を算定した場合は、同一月内に当該

患者が病理判断料の含まれる入院料を算

定する病棟に転棟した場合であっても当

該病理判断料を算定することができる。 


